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【議案補充説明】議案第 4号、議案第 6号、議案第 7号

１ 令和６年度三重県一般会計予算等について

医療保健部関係の令和６年度当初予算の総額は次の表のとおりです。

また、一般会計の債務負担行為については、５件を計上しています。

なお、特別会計の詳細は、２頁と３頁の表のとおりであり、債務負担行為については、

４頁の表のとおり、１件を計上しています。

（単位：千円、％）

区   分
令和５年度

当初予算

A

令和６年度

当初予算

B

増減額

B-A
増減率

(B-A)/A

第３款 民 生 費
(79,342,898)

79,304,401 

(80,218,773)

79,534,554

(875,875)

230,153 

(1.1)

0.3 

第４款 衛 生 費
(77,823,011)
77,823,011 

(23,349,684)
23,349,684

(△54,473,327)
△54,473,327 

(△70.0)
△70.0

一 般 会 計
(157,165,909)

157,127,412

(103,568,457)

102,884,238

(△53,597,452)

△54,243,174

(△34.1)

△34.5 

地方独立行政法人三重県立総合

医療センター資金貸付特別会計
3,715,658 1,344,902 △2,370,756 △63.8 

三重県国民健康保険事業特別会計 154,029,159 152,660,003 △1,369,156 △0.9 

特 別 会 計 157,744,817 154,004,905 △3,739,912 △2.4

※上段（ ）は２月補正予算含みベース

【一般会計】

(債務負担行為)

319,764

19,122

7,370

321

2,327令和７年度～令和11年度

議案第４号　令和６年度三重県一般会計予算

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

令和７年度

救急医療情報システム運用・保守業務委託に係る契約 令和７年度～令和12年度

専任教員養成講習会事業委託に係る契約

公衆衛生学院排水処理装置制御盤取替に係る契約

と畜検査情報処理システム運用保守に係る契約

令和６年度～令和７年度

製菓衛生師試験運営に係る契約 令和６年度～令和７年度
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【特別会計】

（項目一覧） （単位：千円）

項　　　　目 R5当初 R6当初 増　減 説　　　　　　　明

　諸収入 1,239,658 498,902 △ 740,756

　県債 2,476,000 846,000 △ 1,630,000

歳 入 合 計 3,715,658 1,344,902 △ 2,370,756

　貸付金 2,476,000 846,000 △ 1,630,000 総合医療センターへの貸付金
の減

　元利償還金 1,239,658 498,902 △ 740,756

歳 出 合 計 3,715,658 1,344,902 △ 2,370,756

議案第６号　令和６年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計予算

（歳入）

（歳出）

総合医療センターへの貸付金
に係る元利収入の減

総合医療センターへの貸付金
の財源として借り入れる県債
の減

総合医療センターに係る県債
の元利償還金の減
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（項目一覧） （単位：千円）

項　　　　目 R5当初 R6当初 増　減 説　　　　　　　明

　分担金及び負担金 45,150,122 45,541,574 391,452 国民健康保険事業納付金の増

　国庫支出金 40,465,246 40,769,488 304,242 調整交付金の増

　財産収入 1,667 1,677 10

　繰入金 10,702,714 9,991,440 △ 711,274 基金繰入金の減

　諸収入 57,709,409 56,355,823 △ 1,353,586 前期高齢者交付金等の減

　繰越金 1 1 0

歳 入 合 計 154,029,159 152,660,003 △ 1,369,156

　国民健康保険運営費

　　保険給付費等交付金 124,430,258 123,600,655 △ 829,603

　　後期高齢者支援金等 22,169,608 21,807,237 △ 362,371

　　前期高齢者納付金等 36,219 23,650 △ 12,569

　　介護納付金 7,068,069 6,937,863 △ 130,206

　　病床転換支援金等 69 10 △ 59

　　共同事業拠出金 284,167 253,299 △ 30,868

　　国民健康保険財政 1,668 1,678 10

　　安定化基金積立金

　　保健事業費 21,227 22,583 1,356 委託事業等の増加による増

　　一般会計繰出金 14,405 10,017 △ 4,388

　総務費

　　総務管理費 3,469 3,011 △ 458

歳 出 合 計 154,029,159 152,660,003 △ 1,369,156

国から提示される金額の減

国から提示される被保険者
見込数の減

国から提示される被保険者
見込数の減

国保被保険者に係る保健事業
を実施するための繰出金の減

国から提示される被保険者
見込数の減

議案第７号　令和６年度三重県国民健康保険事業特別会計予算

団塊の世代の後期高齢者医療
への移行に伴う被保険者の減

（歳入）

（歳出）
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(債務負担行為)

-国保総合システム業務端末保守に係る契約 令和７年度～令和10年度

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額
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【議案補充説明】議案第 30号

２ 三重県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例案について

１ 改正理由

三重県後期高齢者医療財政安定化基金に積み立てる拠出金の額の算出に必要と

なる拠出率については、２年に１度、国から示される標準拠出率をふまえ、県が

条例で定めています。

今回、令和６・７年度の拠出率を定めるための標準拠出率（0.041%）が新たに

示されたことから、条例で規定する拠出率を改めるものです。

２ 改正内容

   基金の拠出率を「10万分の 38」から「10万分の 41」に改めます。

  

３ 施行期日

   令和６年４月１日

（参考）

１ 基金への積み立て

  後期高齢者医療制度では、２年度単位の期間（特定期間）を財政運営期間としており、基金

への積立額は、当該財政運営期間における広域連合の療養の給付等に要する費用の見込額に拠

出率を乗じた額から、当該財政運営期間中の基金の運用益を減じて算出することとされていま

す。

  後期高齢者医療財政安定化基金積立金の算定方法

財政運営期間

（2年度分）の積立額
＝

当該財政運営期間における

広域連合の療療養の給付等に

要する費用の見込額

× 拠出率 －
当該財政運営期間中

の基金運用収益

２ 基金の状況

令和４年度末積立残高 約 17 億 1 千万円

令和５年度積立見込額 約 2 億 5 千万円

令和５年度末残高見込 約 19 億 6 千万円
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【議案補充説明】議案第 61 号、議案第 63 号、議案第 64 号

３ 令和５年度三重県一般会計補正予算（第10号）等について

議案第61号、議案第63号および議案第64号の補正予算に係る医療保健部関係分は、

一般会計で１９０億７，２７５万８千円の減額、特別会計で６億１，６９９万２千円

の増額となっており、その内訳は以下の表のとおりです。

一般会計の主要項目については、７頁の表のとおりです。

また、８頁の表に整理したとおり、繰越明許費については、追加で２件、変更で１

件を、債務負担行為については、追加で１件を計上しています。

なお、特別会計については、９頁および10頁の表のとおりです。

（単位：千円）

区   分 補正前の額 補正額 補正後の予算額

第３款 民 生 費 82,127,451 △4,077,311 78,050,140

第４款 衛 生 費 62,682,600 △14,995,447 47,687,153

一 般 会 計 144,810,051 △19,072,758 125,737,293

地方独立行政法人三重県立総合
医療センター資金貸付特別会計 3,715,658 △348,258 3,367,400

三重県国民健康保険事業特別会計 157,596,316 965,250 158,561,566

特 別 会 計 161,311,974 616,992 161,928,966
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【一般会計】

（主要項目一覧） （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の予算額 説　　　　　　　明

子ども医療費補助金 2,229,334 291,473 2,520,807 市町の子ども医療費助成額が当初
の見込みを上回ったことによる補

助金の増

地域医療介護総合確保基金
積立金（介護）

2,885,089 △2,154,335 730,754 介護サービス事業所等における新
型コロナウイルス感染症対策に伴

う「かかり増し経費」等への支援
に関し、国の方針により、当該基
金の活用から補助金の交付へと財
源が変更となったことによる積立

金の減

介護保険サービス事業者・
施設指定事業費

3,480,168 △783,157 2,697,011 新型コロナウイルス感染症対策に

伴う「かかり増し経費」への支援
に関し、国の方針により、令和６

年１月以降の支援については来年

度に予算措置がなされることに伴
う所要額の減

後期高齢者医療費県負担金 19,760,944 △663,057 19,097,887 後期高齢者の医療費に係る公費負

担において、当初の見込みを下
回ったことによる負担金の減

82,127,451 △4,077,311 78,050,140

精神通院医療事業費 3,020,242 97,416 3,117,658 精神通院医療費が当初の見込みを

上回ったことによる負担金の増

防疫対策事業費 38,472,664 △14,872,355 23,600,309 新型コロナウイルス感染症対策に
要する経費の減

主な内訳

△11,721,482
患者の受入病床の確保に要する経

費の減

△2,158,505
高齢者施設等への検査事業に要す

る経費の減

△335,195
入院医療機関への設備整備支援に

要する経費の減

病床機能分化推進基盤整備
事業費

119,928 △45,600 74,328 病床数の適正化のため、減少病床

に応じた病院等への給付金の減等

62,682,600 △14,995,447 47,687,153

144,810,051 △19,072,758 125,737,293

介護保険制度実施関係事業費

地域医療対策費

合　　　　　計

《衛生費》

衛　生　費　計

精神保健医療対策事業費

老人医療対策費

防疫対策費

介護基盤整備関係事業費

議案第６１号　令和５年度三重県一般会計補正予算（第１０号）

項　　　　目

《民生費》

民　生　費　計

子ども医療対策費
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（繰越明許費）

追加 　　　　（単位：千円）

項　　　目 繰 越 額 繰　 越　 理　 由

《民生費》

三重県介護従事者確保事業費
補助金

552,800

《衛生費》

防疫対策事業費 10,177,019

変更 　　　　（単位：千円）

項　　　目 繰 越 額 繰　 越　 理　 由

《民生費》

介護サービス基盤整備補助金

介護サービス施設・設備整備
等推進事業費

介護基盤整備関係事業費
(補正前)

　118,600
(補正後)

1,065,880

建設資材の入手困難や建設業界における人手
不足による工程の遅れや国の予算内示の遅延
よる事業着手の遅れにより、補助事業者にお
いて年度内の事業の完了が困難となることが
見込まれるため。

福祉人材確保対策費 国の予算内示の遅延により補助事業者におい
て事業の着手が遅れ、年度内の事業の完了が
困難となることが見込まれるため。

防疫対策費
国による令和４年度新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金の精算手続きの遅れに
より、年度内の返還手続きの完了が困難とな
ること等が見込まれるため。

(債務負担行為)

追加

2,278

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

みえ入院調整支援システム運用保守委託に係る契約 令和５年度～令和６年度
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【特別会計】

(項目一覧） （単位：千円）

項　　　　目 補正前の額 補　正　額 補正後の予算額

　諸収入 1,239,658 1,742 1,241,400

　県債 2,476,000 △350,000 2,126,000

歳 入 合 計 3,715,658 △348,258 3,367,400

　元利償還金 1,239,658 1,742 1,241,400

　貸付金 2,476,000 △350,000 2,126,000

歳 出 合 計 3,715,658 △348,258 3,367,400

病院事業債発行に係る貸付金償還金

の精査による増

入札差金の発生等に伴い、総合医療
センターへの貸付金が減となったこ
とによる減

　議案第６３号
令和５年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計補正予算（第１号）

説　　　　　　　明

(歳入)

(歳出)

病院事業債発行に係る貸付金償還金
の精査による増

入札差金の発生等に伴い、総合医療
センターへの貸付金が減となったこ
とによる減
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(主要項目一覧） （単位：千円）

項　　　　目 補正前の額 補　正　額 補正後の予算額

　国庫支出金 40,465,567 △130,116 40,335,451

　財産収入 1,667 △604 1,063

　繰入金 11,284,229 294,591 11,578,820

　諸収入 57,746,389 801,379 58,547,768

歳 入 合 計 157,596,316 965,250 158,561,566

　国民健康保険運営費

　　保険給付費等交付金 125,011,460 1,257,212 126,268,672

　　後期高齢者支援金等 22,169,608 △239,861 21,929,747

　　前期高齢者納付金等 36,219 17,400 53,619

　　病床転換支援金等 69 △34 35

　　共同事業拠出金 284,167 △81,594 202,573

1,913,478 △31,944 1,881,534

    保健事業費 21,548 △3,259 18,289

　　償還金 1,073,511 47,996 1,121,507

　総務費

　　総務管理費 3,782 △666 3,116

歳 出 合 計 157,596,316 965,250 158,561,566

　　国民健康保険財政
　　安定化基金積立金

議案第６４号　令和５年度三重県国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

説　　　　　　　明

前年度保険給付費等交付金の精算に
伴う市町からの返還金の増

市町への交付金見込み額の増

社会保険診療報酬支払基金からの請
求に基づく増

基金積立金利子収入の減

前年度保険給付費等交付金等の精算
に伴う返還金の増による基金積立額
の減

前年度保険給付費等交付金等の精算
に伴う国等への返還金による増

社会保険診療報酬支払基金からの請
求に基づく減

社会保険診療報酬支払基金からの請
求に基づく減

国民健康保険運営協議会開催経費の
精査による減

委託事業費の減

（歳入）

（歳出）

国庫補助金等の減

財政安定化基金繰入金の増

国民健康保険中央会からの請求に基
づく減
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【所管事項説明】 

 

１ 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例に基づく報告について 

 

 

 

                                                      頁 

（１）予算に関する補助金等に係る資料 

 

  ・（条例第５条関係）予算に関する補助金等に係る資料（1,000 万円以上） ・・・・・・・・・・・・ 12 

 

 

 

-
1
1
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
3 公立大学法人三

重県立看護大学
運営費交付金

公立大学法人三
重県立看護大学
津市夢が丘一丁
目1番地1

737,964
(R6.4)

公立大学法人三重県立看
護大学の運営費を交付す
る。

（目的・理由）
公立大学法人三重県立
看護大学が適切に運営さ
れるよう、必要な経費を
運営費交付金として交付
する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
地方独立行政法人制度に
おいては、必ずしも独立採
算制を前提としておらず、
公立大学法人三重県立看
護大学が適切に運営され
るためには、交付金の交
付以外の方法はない。

医療政策
課

衛生
費

医薬
費

医療
従事
者養
成費

公立大学法
人関係事業
費

4 公立大学法人三
重県立看護大学
施設整備費補助
金

公立大学法人三
重県立看護大学
津市夢が丘一丁
目1番地1

139,100
(未定)

公立大学法人三重県立看
護大学が実施する施設・
設備等の整備に要する経
費に対して補助する。

（目的・理由）
公立大学法人三重県立
看護大学の教育・研究環
境の充実を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
看護職員の育成及び教育
を行う大学が実施する施
設・設備等の整備に要す
る経費に対して補助するこ
とにより、県内外の医療機
関における看護職員の充
実を図るものであり、社会
的効用を発生させるものと
して公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

5 公立大学法人三
重県立看護大学
授業料等減免費
交付金

公立大学法人三
重県立看護大学
津市夢が丘一丁
目1番地1

22,978
(未定)

公立大学法人三重県立看
護大学が行う授業料等減
免に要する経費に対して
補助する。

（目的・理由）
公立大学法人三重県立
看護大学の修学に係る経
済的負担を軽減する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
子どもを安心して育てるこ
とができる環境の整備を
図り、急速な少子化の進
展への対処に寄与するも
のであり、公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

-
1
2
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

6 病床機能再編支
援事業給付金

日本赤十字社伊
勢赤十字病院
伊勢市船江一丁
目471番2

36,480
（未定）

地域医療構想の実現に向
けた病床機能の分化・連
携を促進することを目的と
する、病床規模の適正化
に係る取組を支援するた
め、給付金を支給する。

（目的・理由）
医療介護総合確保法に
係る三重県医療計画に基
づき、病床規模の適正化
を進め、地域医療構想の
実現に向けた効果的・効
率的な医療提供体制の
構築を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
病床規模の適正化に係る
施設整備を支援することに
より、効果的・効率的な医
療提供体制の構築を図る
ものであり、県民の健康的
な生活のための環境整備
として公益性がある。

医療政策
課

衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

7 病床機能再編支
援事業給付金

医療法人宮池会
宮村産婦人科
亀山市本町3-8-7

36,480
（未定）

地域医療構想の実現に向
けた病床機能の分化・連
携を促進することを目的と
する、病床規模の適正化
に係る取組を支援するた
め、給付金を支給する。

（目的・理由）
医療介護総合確保法に
係る三重県医療計画に基
づき、病床規模の適正化
を進め、地域医療構想の
実現に向けた効果的・効
率的な医療提供体制の
構築を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
病床規模の適正化に係る
施設整備を支援することに
より、効果的・効率的な医
療提供体制の構築を図る
ものであり、県民の健康的
な生活のための環境整備
として公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

8 同上 医療法人宮池会
伊勢志摩レディス
クリニック
伊勢市黒瀬町
671-20

43,320
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

-
1
3
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

9 病床機能分化推
進基盤整備事業
補助金

独立行政法人国
立病院機構三重
中央医療センター
津市久居明神町
2158-5

31,729
（未定）

病床の機能分化・連携を
促進し、地域における効果
的・効率的な医療提供体
制の構築を図ることを目的
とする、病床の機能転換
や病床規模の適正化に係
る施設整備費用の一部を
補助する。

（目的・理由）
医療介護総合確保法に
係る三重県医療計画に基
づき、病床の機能転換や
病床規模の適正化を進
め、地域医療構想の実現
に向けた効果的・効率的
な医療提供体制の構築を
図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
病床の機能転換や病床規
模の適正化に係る施設整
備を支援することにより、
効果的・効率的な医療提
供体制の構築を図るもの
であり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

医療政策
課

衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

10 医療施設設備整
備費補助金
（共同利用施設
設備整備事業補
助金）

三重県厚生農業
協同組合連合会
鈴鹿中央総合病
院
鈴鹿市安塚町山
之花1275-53

66,660
（未定）

共同利用施設又は地域医
療支援病院として必要な
共同利用高額医療機器の
購入経費の一部を補助す
る。

（目的・理由）
共同利用を目的とした高
額医療機器を整備するこ
とで、共同利用施設として
地域の医療機関の連携
や医療資源の効率的活
用を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
地域における医療水準の
向上に資するため、医療
提供体制の機能整備・充
実を図るものであり、県民
の健康的な生活のための
環境整備として公益性が
ある。

同上 同上 同上 同上 同上

-
1
4
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

11 医療施設施設整
備費補助金
（有床診療所等ス
プリンクラー等施
設整備事業）

未定
（病院及び有床診
療所）

100,000
（未定）

病院や有床診療所におけ
るスプリンクラー施設、自
動火災報知設備、火災通
報装置の整備に必要な費
用の一部を補助する。

（目的・理由）
患者が安全・安心に医療
機関に入院することがで
きるよう、火災発生時に
初期消火を行うためのス
プリンクラー等の設置を
推進する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
医療機関の防火対策を支
援することにより、火災発
生時における患者の安全
確保を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

医療政策
課

衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

12 医療ＤＸ基盤整備
事業補助金

国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2丁目
174

38,200
（未定）

県内における医療機関間
の医療情報連携を切れ目
なく効果的・効率的に進め
るため、全国の先進モデ
ルとなる次世代の医療DX
の基盤整備に取り組む事
業者に対して補助する。

（目的・理由）
高いセキュリティを保ちつ
つ病院間や医療従事者
間の情報共有を円滑に行
う環境の整備を進めると
ともに、各地域の医療提
供体制の高度化・効率化
を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
病院間ネットワークシステ
ムを含めた県内の医療ＤＸ
の推進に資する基盤整備
を支援することにより、効
果的・効率的な医療提供
体制の構築を図るもので
あり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

同上 同上 同上 同上 医療審議会
費-

1
5
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

13 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
（NICU等長期入
院児支援事業－
地域療育支援施
設運営事業）

独立行政法人国
立病院機構三重
病院
津市大里窪田町
357番地

31,980
（未定）

新生児集中治療室
（NICU）等に長期入院して
いる小児が在宅療養等に
移行するための中間施設
である地域療育支援施設
を運営する経費の一部を
補助する。

（目的・理由）
NICU等に長期入院してい
る小児が在宅療養等に移
行するための中間施設で
ある地域療育支援施設の
運営を支援し、周産期医
療体制の充実を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
地域療育支援施設の運営
を支援することにより、周
産期医療体制の整備・充
実を図るものであり、県民
の健康的な生活のための
環境整備として公益性が
ある。

医療政策
課

衛生
費

公衆
衛生
費

公衆
衛生
総務
費

小児医療対
策費

14 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
（NICU等長期入
院児支援事業－
日中一時支援事
業）

独立行政法人国
立病院機構三重
病院
津市大里窪田町
357番地

29,752
（未定）

新生児集中治療室(NICU)
等長期入院児の在宅医療
中の定期的医学管理及び
保護者の労力の一時支援
に要する経費の一部を補
助する。

（目的・理由）
NICU等長期入院児の在
宅医療中の定期的医学
管理及び保護者の労力
の一時支援を行い、周産
期医療体制の充実を図
る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
日中一時支援事業を支援
することにより、周産期医
療体制の整備・充実を図
るものであり、県民の健康
的な生活のための環境整
備として公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

15 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
（小児在宅医療・
福祉連携事業）

国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2丁目
174

16,310
（未定）

地域の小児在宅医療・福
祉連携体制の整備に取り
組む事業者に対して補助
する。

（目的・理由）
地域の小児在宅医療・福
祉連携体制の整備の充
実を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
連携事業を支援することに
より、周産期医療体制の
整備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

-
1
6
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

16 医療施設施設整
備費補助金（病
院群輪番制病院
施設整備事業）

社会福祉法人峰
和会鈴鹿回生病
院
鈴鹿市国府町
112-1

13,513
（未定）

入院を要する（第二次） 救
急医療機関として必要な
診療部門及び専用病室等
を整備する場合に経費の
一部を補助する。

（目的・理由）
休日及び夜間における入
院治療を必要とする重症
救急患者の医療を確保
する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
二次救急医療体制の整
備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

医療政策
課

衛生
費

医薬
費

医務
費

救急医療対
策費

17 医療施設施設整
備費補助金（救
急ヘリポート施設
整備事業）

社会福祉法人峰
和会鈴鹿回生病
院
鈴鹿市国府町
112-1

17,719
（未定）

入院を要する（第二次）救
急医療体制病院へのヘリ
ポート整備に必要な工事
費又は工事請負費の一部
を補助する。

（目的・理由）
救急医療体制病院にお
ける入院治療を必要とす
る重症救急患者の医療を
確保する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
二次救急医療体制の整
備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

18 救命救急セン
ター運営事業補
助金

日本赤十字社伊
勢赤十字病院
伊勢市船江一丁
目471番2

114,450
（未定）

休日夜間における重篤救
急患者の医療を確保する
ため、救命救急センターを
設置した場合にその運営
経費の一部を補助する。

（目的・理由）
重篤な救急患者に対し、
高度な救急医療を24時間
体制で提供する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
センターの運営を支援する
ことにより、三次救急医療
体制の整備・充実を図るも
のであり、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

19 同上 国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2丁目
174

89,506
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

-
1
7
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

20 ドクターヘリ運航
事業補助金

国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2丁目
174

306,900
（未定）

救急患者の救命率等の向
上、広域救急患者搬送体
制の向上等を図るため、ド
クターヘリの運航を行う場
合にその運航経費の一部
を補助する。

（目的・理由）
重篤な救急患者に対し、
高度な救急医療を提供す
る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
三次救急医療体制の整
備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

医療政策
課

衛生
費

医薬
費

医務
費

救急医療対
策費

21 小児救急医療拠
点病院運営事業
補助金

独立行政法人国
立病院機構三重
病院
津市大里窪田町
357番地

39,446
（未定）

休日夜間における小児の
重篤救急患者の医療を確
保するため、小児救急医
療拠点病院の運営経費の
一部を補助する。

（目的・理由）
小児の救急患者に対し、
高度な救急医療を24時間
体制で提供する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
拠点病院の運営を支援す
ることにより、小児救急医
療体制の整備・充実を図
るものであり、県民の健康
的な生活のための環境整
備として公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

22 がん診療設備整
備費補助金

社会福祉法人恩
賜財団済生会松
阪総合病院
松阪市朝日町一
区15番地の6

10,500
（未定）

質の高いがん診療が可能
な医療提供体制を整備す
るため、がん診療設備の
整備に必要な経費の一部
を補助する。

（目的・理由）
がん医療提供体制の充
実を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
がん診療設備の整備によ
り、がん医療提供体制の
充実を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

同上 同上 公衆
衛生
費

予防
費

がん対策推進
費

23 同上 医療法人普照会も
りえい病院
桑名市内堀28-1

10,500
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

-
1
8
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

24 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
（周産期母子医
療センター運営
事業）

地方独立行政法
人三重県立総合
医療センター
四日市市大字日
永5450-132

17,516
（未定）

ハイリスク妊産婦の妊娠・
分娩管理、ハイリスク新生
児の集中治療等を実施す
るため、新生児集中治療
室（NICU）、母体・胎児集
中治療管理室（MFICU）等
を整備する周産期母子医
療センターの運営経費の
一部を補助する。

（目的・理由）
ハイリスク妊産婦の妊娠・
分娩管理、ハイリスク新
生児の集中治療等を行
い、周産期医療体制の充
実を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
周産期母子医療センター
の運営を支援することによ
り、周産期医療体制の整
備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

医療政策
課

衛生
費

公衆
衛生
費

公衆
衛生
総務
費

小児医療対
策費

25 同上 独立行政法人国
立病院機構三重
中央医療センター
津市久居明神町
2158-5

37,542
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

26 同上 日本赤十字社伊
勢赤十字病院
伊勢市船江一丁
目471番2

44,551
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

27 同上 国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2丁目
174

75,134
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

28 災害医療提供体
制推進事業費補
助金（地域災害
拠点病院施設整
備事業）

社会福祉法人恩
賜財団済生会松
阪総合病院
松阪市朝日町一
区15番地の6

14,429
（未定）

地域の災害拠点病院の施
設整備に取り組む事業へ
補助する。

（目的・理由）
災害時に、傷病者等が必
要な医療を迅速かつ適切
に受けられる災害保健医
療体制の構築を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
地域の災害拠点病院の施
設整備事業を支援するこ
とにより、災害保健医療体
制の整備・充実を図るもの
であり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

同上 民生
費

災害
救助
費

救助
費

災害医療対
策費

-
1
9
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

29 三重県看護師等
養成所運営費補
助金

未定
（看護師等養成
所）

226,787
（未定）

看護師等養成所の運営に
必要な経費の一部を補助
する。

（目的・理由）
看護師等の確保及び教
育の充実強化を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
看護師等の確保及び資質
の向上に資する事業を支
援することにより、地域医
療体制の整備を図るもの
であり、社会的効用を発生
させるものとして公益性が
ある。

医療人材
課

衛生
費

医薬
費

医療
従事
者養
成費

看護職員養
成支援事業
費

30 バディホスピタル
システム実施事
業補助金

日本赤十字社伊
勢赤十字病院
伊勢市船江一丁
目471番2

11,250
（未定）

医師の確保が困難な地域
への医師派遣を推進する
ため、医師派遣に係る経
費を補助する。

（目的・理由）
医師の確保が困難な地
域の医療を確保する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
医師派遣に要する経費を
補助することにより、医師
の確保が困難な地域の医
療の確保を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

同上 同上 同上 医務
費

地域医療対
策費

31 周産期新生児科
指導医育成事業
補助金

国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2丁目
174

12,000
（未定）

周産期新生児科医師の県
内定着を図るため、医学
生から指導医まで切れ目
のないキャリア形成や指
導医の育成に係る経費を
補助する。

（目的・理由）
周産期新生児科指導医
の育成及び確保を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
周産期新生児科指導医の
育成に要する経費を交付
することにより、県内の医
療機関における周産期新
生児科医師の充実を図る
ものであり、社会的効用を
発生させるものとして公益
性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

32 軽費老人ホーム
運営費補助金

未定
（社会福祉法人、
医療法人）

1,071,853
（未定）

軽費老人ホーム（Ａ型・ケ
アハウス）の運営に必要な
経費に対して補助金を交
付する。

（目的・理由）
軽費老人ホームの安定
的な施設運営を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
自宅での生活が困難な低
所得高齢者が、低額で利
用できるような施設（軽費
老人ホーム）の安定的な
運営を支援するため、施
設運営費の一部を補助す
ることは公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

老人
福祉
費

高齢者在宅
生活支援事
業費

-
2
0
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

33 三重県介護従事
者確保事業費補
助金（介護ロボッ
ト・ＩＣＴ導入支援
事業）

未定
（社会福祉法人
等）

707,000
（未定）

介護サービス施設におけ
る介護ロボット・ＩＣＴ機器
の導入に必要な経費に対
して補助金を交付する。

（目的・理由）
介護サービス施設におけ
る業務の効率化や職員
の負担軽減を図り、介護
職員の定着化を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
介護サービスが必要な高
齢者に不可欠である介護
サービス施設が、安定的
な運営に向け、職員の負
担軽減を図るために導入
する介護ロボット・ＩＣＴ機器
の購入経費の一部を補助
することは公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

社会
福祉
総務
費

福祉人材確
保対策費

34 三重県地域医療
介護総合確保基
金事業補助金

未定
（市町、社会福祉
法人等）

1,095,954
（未定）

新たな介護サービス施設
の整備等に必要な経費に
対して補助金を交付する。

（目的・理由）
介護サービスを必要とす
る高齢者の利用ニーズに
対応する新たな介護サー
ビス施設を確保する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
介護サービスを必要とする
高齢者が、安定的に介護
サービス施設を利用できる
よう、不足する介護サービ
ス施設の整備費の一部を
補助することは公益性が
ある。

同上 同上 同上 老人
福祉
費

介護基盤整
備関係事業
費

35 社会福祉施設職
員等退職手当共
済事業給付費補
助金

独立行政法人福
祉医療機構
東京都港区虎ノ門
4-3-13

321,818
（R6.5）

県内社会福祉施設等の被
共済職員が退職したとき
に、機構が支給する退職
手当金の一部について補
助する。

（目的・理由）
独立行政法人福祉医療
機構が実施する社会福
祉施設職員等退職手当
共済事業に要する経費を
補助することにより、社会
福祉施設職員等の処遇
向上を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
社会福祉施設職員等退職
手当共済法第19条に基づ
き補助するものであるた
め、公益性が認められる。

同上 同上 同上 社会
福祉
総務
費

福祉人材確
保対策費

-
2
1
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

36 介護福祉士修学
資金等貸付事業
補助金

社会福祉法人三
重県社会福祉協
議会
津市桜橋2丁目
131

13,913
（R6.5）

三重県社会福祉協議会が
実施する介護福祉士修学
資金等貸付事業に対して
補助する。

（目的・理由）
介護福祉士修学資金等
貸付事業に要する経費を
補助することにより、介護
人材の育成及び確保並
びに定着を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
介護福祉士の資格取得を
目指す学生等へ修学資金
を貸与する事業等に対し
て補助することにより、介
護人材の育成及び確保並
びに定着が図られ、社会
的効用を発生させるものと
して公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

社会
福祉
総務
費

福祉人材確
保対策費

37 社会福祉研修セ
ンター事業費補
助金

同上 10,007
（R6.5）

三重県社会福祉協議会が
実施する社会福祉研修セ
ンター事業に対して補助す
る。

（目的・理由）
社会福祉施設職員の資
質向上を図り、社会福祉
事業全体の質を向上させ
る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
三重県社会福祉協議会が
研修事業を実施することに
より、社会福祉施設職員
の資質向上が図られ、社
会的効用を発生させるも
のとして公益性がある。

同上 同上 同上 同上 福祉人材養
成事業費

38 予防接種事故救
済給付費負担金

松阪市
松阪市殿町1340
番地1

11,626
（未定）

予防接種による健康被害
者に対して医療費等の必
要な経費の一部を負担す
る。

（目的・理由）
定期予防接種による健康
被害者に医療費や障害
年金等を支給することに
より、予防接種健康被害
者を救済する。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
予防接種健康被害者への
救済を行うことは、予防接
種の安全・安心を確保する
こととなり、県民の健康的
な生活のための環境整備
として公益性がある。

感染症対
策課

衛生
費

公衆
衛生
費

予防
費

予防接種費

-
2
2
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

39 三重県感染症指
定医療機関運営
事業費補助金

日本赤十字社伊
勢赤十字病院
伊勢市船江一丁
目471番2

16,304
（未定）

1類、2類感染症患者等を
受け入れるための病床の
確保に要する経費に対し
て補助する。

（目的・理由）
1類、2類感染症患者等の
治療等を行うための医療
提供体制の整備を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
感染症指定医療機関の運
営を支援することにより、
感染症医療体制の整備・
充実を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

感染症対
策課

衛生
費

公衆
衛生
費

予防
費

防疫対策費

40 三重県健康増進
事業補助金

津市
津市西丸之内23
番1号

16,113
（未定）

市町が40歳以上の住民を
対象に実施する以下の保
健事業について必要な経
費の一部を補助する。
・健康教育
・健康相談
・健康診査
・訪問指導
・総合的な保健推進事業

（目的・理由）
県民の老後における健康
の保持増進を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
市町の保健事業を支援す
ることにより、県民の健康
増進を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

健康推進
課

同上 同上 公衆
衛生
総務
費

高齢者健康
診査事業費

41 同上 伊勢市
伊勢市岩渕1丁目
7番29号

17,099
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

42 医療保険制度推
進交付金

公益社団法人三
重県医師会
津市桜橋2丁目
191番4

49,977
（R6.6）

医療保険制度や福祉医療
費助成制度に関し、医師
会が実施する周知活動、
医療の質を確保するため
の医師の研修、地域住民
を対象とした健康教育等
の経費に対して交付する。

（目的・理由）
医療保険制度の円滑な
実施を図るとともに、対象
者の健康の保持増進を
図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
医療保険制度等の円滑な
運用を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

国民健康
保険課

民生
費

社会
福祉
費

国民
健康
保険
指導
費

福祉医療対
策費

-
2
3
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

43 障がい者医療費
補助金

未定
（県内市町）

2,209,893
（R6.6）

市町が障がい者に対して
実施する医療費助成事業
を支援し、その費用の一
部を補助する。

（目的・理由）
障がい者が必要な医療を
受けられる環境を整え、
福祉の向上と健康の保持
増進を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
医療費を助成することによ
り、障がい者の経済的負
担の軽減を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

国民健康
保険課

民生
費

社会
福祉
費

障がい
者福
祉費

障がい児（者）
医療対策費

44 子ども医療費補
助金

未定
（県内市町）

2,345,574
（R6.6）

市町が子どもに対して実
施する医療費助成事業を
支援し、その費用の一部
を補助する。

（目的・理由）
次世代育成の重要性から
子育て家庭の経済的負
担を軽減し、子どもが医
療を受けられる環境を整
える。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
医療費を助成することによ
り、子育て家庭の経済的
負担の軽減を図るもので
あり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

同上 同上 児童
福祉
費

児童
福祉
総務
費

子ども医療対
策費

45 一人親家庭等医
療費補助金

未定
（県内市町）

409,211
（R6.6）

市町が一人親家庭等に対
して実施する医療費助成
事業を支援し、その費用
の一部を補助する。

（目的・理由）
一人親家庭等の医療を
受けられる環境を整え、
福祉の向上と健康の保持
増進を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
医療費を助成することによ
り、一人親家庭等の経済
的負担の軽減を図るもの
であり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

同上 同上 同上 母子
福祉
費

母子医療対
策費

-
2
4
-



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

46 生活衛生営業指
導センター補助
金

公益財団法人三
重県生活衛生営
業指導センター
津市西古河町10-
16

24,424
（R6.11）

公益財団法人三重県生活
衛生営業指導センターが
行う、生活衛生関係営業
に関する施設の衛生維持
及び改善向上並びに経営
の健全化についての相談
及び指導等の事務にかか
る経費について補助する。

（目的・理由）
県内生活衛生関係営業
者の経営の健全化を促
進し、公衆衛生の確保を
図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
県内全域の生活衛生水準
の維持向上、公衆衛生の
確保を図るものであり、社
会的効用を発生させるも
のとして、公益性がある。

食品安全
課

衛生
費

環境
衛生
費

環境
衛生
指導
費

生活衛生諸
費

-
2
5
-


